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リサイクル倉庫（市役所・中部コミュニティセンター・白里出張所・農村ふれあいセンターやまべの郷）に回収品目以外のものが持ち込まれています。
ルールを守ってご利用ください。　　地域づくり課環境対策班　☎（７０）０３８６問

12月２日㈪から現行の健康保険証は発行されなくなり、「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行します。

市民課国保班　☎（７０）０３３４　 高齢者医療年金班　☎（７０）０３３６

マイナ保険証を利用してみませんか

問申 問
申 問

問

問

地域包括支援センターだより ～人生100年時代、エンディング
　ノートから自分探しを～

　高齢者の困り事や家事援助、
送迎などの支援に役立つ基礎
知識を身に付けることができ
ます。
　講座を受講することで、高
齢者の生活支援を担う事業所
やボランティア団体（事業所）
での活動ができ、ご自身・ご
家族の介護予防に備えたスキ
ルアップにもつながります。
▶日時＝11月27日㈬～28日㈭
９時30分～16時
▶会場＝中央公民館
▶内容＝生活サポーターの理

　認知症の方やその家族、地域住民が誰でも参加
でき、集まって楽しくお話をしたり悩み事などを共有
しホッとひと息つける交流の場です。
　あんとんねぇさ～「九十九里地域認知症家族の会」
in大網白里市も同時に開催する予定です。
※飲食の提供はありませんので各自でお持ちください。
▶日時＝11月21日㈭13時30分～15時30分
▶会場＝中部コミュニティセンター1階会議室
▶内容＝認知症の相談、参加者同士の交流、レクリ
エーション等
▶対象＝認知症の方とご家族、認知症に
関心のある方、どなたでも歓迎
　 地域包括支援センター
　 ☎（７０）０４３９

　千葉県が発表している令和２年市区町村別平
均寿命によると男性が国81.５歳、本市81.１歳、
女性が国 87.６歳、本市 87.２歳となっており、本
市の平均寿命が国とほぼ同等であることが分かり
ます。また今年8月末時点の本市の年齢別人口構
成をみると100～70歳までは増加していますが、
60歳代になると減少に転じます。全人口のうち、
60歳以上は40.5％を占めており、50歳代以下の人
口は減少の一途をたどる今、高齢期になっても最
期まで元気でいきいきとした毎日を送ろうとする
意識や行動が求められています。
　今年３月に市はイオンリテールと終活に関する協
定を締結しました。以降「エンディングノート」を
活用しながら終活に関する知識の普及啓発として

　もの忘れ、認知症のこ
とで悩んでいませんか。
　専門職への早期相談
により、状態に合わせた
アドバイスや認知症に対
する支援制度の説明等が
受けられますので、お気
軽にご相談ください。
▶日時＝11 月８日 ㈮、
12月13日㈮
①13時30分～14時15分
②14時30分～15時15分
※予約制。
▶会場＝中央公民館２階

生活サポーター養成研修 認知症カフェ
「あったかスペースモクセイ」

談話室
▶内容＝専門職（保健
師、社会福祉士、介護
支援専門員等）による認
知症の個別相談
▶対象＝市内在住で、もの
忘れや認知症について不
安がある方、家族、事業所
▶申込方法＝電話（随時
受付）
▶参加費＝無料
　・　 地域包括支援
　 センター
　 ☎（７０）０４３９

解、活動内容、生活支援の方法、
高齢者の身体的特徴、各事業
所の活動紹介、事業所紹介と
サービス提供の実践など
▶対象＝両日受講可能で、本
市に住民登録のある方
▶申込方法＝社会福祉協議会
の窓口または電話
▶申込締切＝11月15日㈮
▶参加費＝無料
▶その他＝全日程受講された方
へ修了証書を交付
　・　 社会福祉協議会
　 ☎（７２）１９９５

申 問

　「介護予防」とは、介護が必要
な状態になることをできる限り予
防し、自立した自分らしい生活を
送ることができるようにすることで
す。介護が必要になる原因はさま
ざまで、心身共に機能低下を防ぐ
ことが重要です。
　「自分は元気だから今のところ
必要ない」と考えている方も、豊
かな生活を続けるために介護予防
について学んでみませんか。
▶日時＝11月20日㈬ 14 時～15
時30分（開場13時30分）
▶会場＝保健文化センター 3 階
ホール

介護予防セミナー
▶テーマ＝いつまでも元気に！シニ
ア向け運動セミナー
▶対象＝本市に住民登録のある
65歳以上の方
▶募集人数＝80人程度
▶申込方法＝電話または電子申請
▶参加費＝無料
　・　 地域包括支援センター
　 ☎（７０）０４３９

気になったらすぐ相談！
「もの忘れ相談会」

講演会を実施しているところです。すでにエンディ
ングノートをお持ちの方も増えてきましたが、自身
の最期について想像する機会がほとんど無く、実
際書くまでには至れない方もいるようです。
　しかし、エンディングノートは身辺整理に関する
ことよりも、過去の振り返りやこれからの人生に
関して書く項目が多くあります。
　何度でも書き直しできるので、今の気持ちを素直
に書いてみてください。なりたい自分を想像しながら
記入できたら自分の再発見にもつながります。エン
ディングノートを開いて、自分探しの旅を始めましょう。
　そして大切な方と共有していただければ最高の
ノートとなるでしょう。
　 地域包括支援センター　☎（７０）０４３９

◀申込
　フォーム

同意する

同意しない

健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカードです。
医療機関や薬局で健康保険証として利用することができます。

　市民課で利用登録の支援を行っています。被保険者本人の来庁が必
要です。マイナンバーカードと取得時に設定した４桁の暗証番号をご
用意ください。

今お持ちの健康保険証は、有効期限まで使用できます。マイナ保
険証をお持ちでない方には、健康保険証の有効期限前に、現行の
健康保険証と同じように使える資格確認書が交付されます。

※後期高齢者医療で、12月２日㈪以降に加入、変更、再交付申請する方については、令和
　7年8月の年次更新までの間の暫定的な運用として、全員に資格確認書を交付します。

※国民健康保険の方は、納期到来分
までの国民健康保険税を完納して
いる必要があります。

マイナ保険証を持たないと受診できなくなるの？今持っている保険証は？

プライバシーに関わる医療情報等は、マイナンバーカード自体には
保存されていません。また、マイナ保険証の利用には顔認証か４桁
の暗証番号が必要となり、一定回数間違うと機能がロックされます。

　現行の健康保険証よりも総
医療費が20円節約でき、自己
負担額も低くなります。

マイナ保険証は安全なの？

「マイナ保険証」って何？ イイコトたくさん! マイナ保険証

利 用 方 法

医療費の節約に！

マイナンバーカードを
健康保険証として登録

受診時に医療機関、薬局で受付

〈登録方法がわからない方には…〉

　医療費が高額となる際に必
要な申請が不要になり、窓口
での支払いを自己負担限度額
までに抑えることができます。

限度額適用認定証の
手続きが不要に！

　本人が同意した場合、過去に処方されたお薬情報
や特定健診の結果を初診でも医師や薬剤師に共有で
き、正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けら
れます。旅行中の急病や引っ越しの際にも安心です。

マイナンバーカード
をカードリーダーに
置いてください。

顔認証または４桁
の暗証番号を入力
してください。

●医療機関や薬局に設置されたカードリーダーで登録
●セブン銀行ＡＴＭで登録
●スマートフォンやパソコンを使用し、マイナポータルから登録

より良い医療を受けることができる！

登録方法

来院 本人確認

※イラストはすべてイメージです。

診療・服薬・健診情
報の利用について確
認してください。

カードを忘れずに
受け取り、診察ま
でお待ちください。

同意の確認 受付完了

A

A

A

Q

Q

Q

1Step

2Step

❶ ❷

❸ ❹
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加害者の行為（交通事故や暴力等）により治療を受ける際の費用は、健康保険で治療を受けられる場合があります。市民課に連絡の上、届け出をしてください。
　 市民課国保班　☎（７０）０３３４問

が免除されます。
※出産とは、妊娠85日（４か月）
　以上の出産をいいます（死産、
　流産、早産された方を含み
　ます）。
▶対象＝「国民年金第１号被保険
者」で出産日が平成31年２月１日
以降の方
▶申請方法
住民登録をしている市役所の国
民年金担当窓口で、出産予定日
の６か月前から出産後も申請が
できます。郵送でも手続きが可
能です。
▶申請に必要なもの＝本人確認で
きるもの（免許証など）、母子健
康手帳
※別世帯の子の場合のみ、出生
　証明書など出産日および親子関
　係を明らかにする書類が必要
　です。
　 千葉年金事務所　
　 ☎０４３（２４２）６３２０

住民票等のコンビニ交付がはじまります
（12月 2日（月）から）
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。
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０

　
市
議
会
第
４
回
定
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29
日
㈮
開
会
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で
す
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傍
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を
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す
る
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会
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催
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当
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、
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。

　
日
程
な
ど
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム

問

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

申
請
方
法
が
増
え
ま
し
た

変
更
予
定
の
あ
る
方

▼
注
意
事
項

・
白
里
出
張
所
で
は
申
請
で
き
ま

せ
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て
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。
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来
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台
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取
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困
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。
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付
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付
日
時
＝
閉
庁
日
を
除
く
㈪

〜
㈮
９
時
〜
16
時

▼
持
ち
物

・
本
人
確
認
書
類
（
詳
細
は
別
表
）

・
通
知
カ
ー
ド
、
住
民
基
本
台
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付
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方
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方
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方
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９
０
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険
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の

大
幅
な
減
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も
の
）

〈
今
後
の
見
通
し
〉

　
加
入
者
の
高
齢
化
と
医
療
技
術

の
進
歩
な
ど
に
よ
り
、
１
人
当
た

り
の
保
険
給
付
費
が
増
加
す
る
こ

と
が
見
込
ま
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
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民
健
康
保
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特
別
会
計
の
健
全

な
運
営
に
支
障
と
な
る
恐
れ
が
あ

り
ま
す
。

　
特
定
健
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期
人
間

ド
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を
受
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す
る
な
ど
、
自
身

の
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に
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め
る
と
と
も

に
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関
等
に
か
か
る
際
の
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ネ
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お
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な
ど
、
保
険
給

付
費
の
抑
制
に
ご
協
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い

し
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。
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ネ
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う
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（
後
発
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と
は
、
先
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医
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の
特
許
が

　
国
民
健
康
保
険
は
、
加
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し
て

い
る
方
が
病
気
や
け
が
を
し
た
時

な
ど
に
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え
て
、
皆
さ
ん
で
支
え

合
う
制
度
で
、
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民
健
康
保
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税

や
国・県・市
な
ど
か
ら
の
支
出（
補

助
）
金
な
ど
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
職
場
の
医
療

保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
や
生
活

保
護
を
受
け
て
い
る
方
な
ど
を
除

く
、
74
歳
ま
で
の
す
べ
て
の
方
が

加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
令
和
５
年
度
の
国
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計
の
決
算
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は
、
円
グ

ラ
フ
の
と
お
り
で
す
。

▼
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・
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７
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世
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へ
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に
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，
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●別表  本人確認書類

A

「Aから2点」または「AとBから1点ずつ」　※原本かつ有効期限内のもの。

マイナンバーカードを使用して、住民票や印鑑証明書などの証明書類が、
全国のコンビニエンスストア等の多機能端末（コピー機）で発行できるようになります。
▶必要なもの
　マイナンバーカード・手数料
　　 ※利用者証明用電子証明書（4けたの暗証番号）の入力が必要です。
▶発行できる書類・手数料
       ・住民票の写し
       ・印鑑登録証明書
       ・戸籍証明書（現在事項のみ）
       ・戸籍の附票（現在事項のみ） 
       ・所得課税証明書（最新年度のみ）
▶取扱時間
　6時 30分～ 23時（年末年始等を除く）
　※戸籍証明書、戸籍の附票は平日９時から17時まで

B

切
れ
た
後
、
厚
生
労
働
省
の
承
認

を
得
て
、
別
の
会
社
が
同
じ
成
分
、

効
能
で
作
っ
た
薬
で
す
。
薬
の
研

究
開
発
費
が
か
か
ら
な
い
こ
と
か

ら
、
先
発
医
薬
品
よ
り
も
割
安
の

価
格
と
な
り
ま
す
。

※
利
用
に
は
、
処
方
箋
が
必
要
で

　
す
。
保
険
証
と
一
緒
に
配
布
し

　
て
い
る
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

　
希
望
シ
ー
ル
や
カ
ー
ド
を
活
用

　
し
、
医
師
や
薬
剤
師
に
ご
相
談

　
く
だ
さ
い
。

◇
整
骨
院
や
接
骨
院
で
の
柔
道
整

復
師
が
行
う
施
術

　
施
術
を
受
け
る
整
骨
院
や
接
骨

院
で
、
国
民
健
康
保
険
が
適
用
で

き
る
か
事
前
に
確
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　次世代育成支援の観点から、
国民年金第１号被保険者が出産し
た際に産前産後の国民年金保険
料が一定期間免除される制度で
す。「保険料を免除された期間」
も保険料を納付したものとして老
齢基礎年金の受給額に反映され
ます。
　産前産後期間は付加保険料が
納付できます。
　現在、国民年金保険料免除制
度を利用されている方も手続きが
必要です。
※産前産後期間の保険料を前納
　している場合、全額還付され
　ます。
◇免除される期間
　出産予定日または出産日が属す
る月の前月から４か月間の国民年
金保険料が免除されます。また、
多胎妊娠の場合は、出産予定日
または出産日が属する月の３か月
前から６か月間の国民年金保険料

産前産後期間の
国民年金保険料免除制度ね ん き ん ナ ビ

問

国・県支出金
36億3,429万円

保険給付費
35億9,712万円

基金繰入金　1,269 万円

他会計繰入金
3億 5,160 万円

介護納付金分
1億 2,700 万円
後期高齢者支援金等分
3億 9,562 万円

保健事業費　4,800 万円
事
業
費
納
付
金

その他
5,783 万円

医療給付費分
9億 4,694 万円

その他　2,387 万円

国民健康保険税
11億 4,898 万円

歳入総額
52億 2,174 万円

歳出総額
51億 7,251 万円

繰越金　5,031 万円
令和 5年度  国民健康保険特別会計の決算状況

加入者一人当たりの保険給付費の推移
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令和4年度 令和5年度令和3年度令和2年度令和元年度

歳入

歳出

顔写真があるもの
（例＝運転免許証、写真付き住基
カード、在留カード、身体障害
者手帳、パスポート等）

マイナンバーカードが

あれば、土日や夜間で

もコンビニ交付が利用

できてとても便利！

顔写真がないもの

（例＝健康保険証、介護保険証、

年金手帳、医療受給者証等）
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300円
300円
450円
300円
300円


